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神 山 町 農 業 委 員 会 議 事 録

令和６年１月３０日神山町農業委員会を
神山町役場すだち（２０１）において開催

・出席農業委員は次のとおり（１０人）
１番 河口 正紀 ２番 鳥庭 純子 ３番 原田 健義
６番 松原 和久 ７番 相原 利章 ８番 藤森 正三
９番 高橋 正和 １０番 鍛 喜文 １２番 加藤 宏行

１３番 河野 宏吉

・出席農地利用最適化推進委員は次のとおり（５人）
広野地区 佐藤 重樹 阿川地区 阿部 純孝
鬼籠野地区 河野 一弥 神領地区 小川 利文
下分、左右内、上分地区 竹内 利夫

・欠席農業委員は次のとおり（３人）
４番 森本 守 ５番 岡本 悦男 １１番 山本 實義

・欠席農地利用最適化推進委員は次のとおり（１人）
下分、左右内、上分地区 粟飯原 俊幸

・出席した職員は次のとおり（２人）
事務局長 滝上 博文 事務局次長 河野 あかね

１．開会

局長「定刻が参りましたので、農業委員会を開会していただきたいと思います。本日
は、４番森本委員さん、５番岡本委員さん、１１番山本委員さんより欠席の連絡があ
りましたので報告させていただきます。１３名中１０名の方に出席いただいており、
定数に達しておりますので総会が成立しておりますことをご報告いたします。
また、農地利用最適化推進委員の粟飯原委員さんより欠席の連絡がありました。
なお、本日は河野町長、竹内副町長ともに公務のため、欠席との連絡がありました

のでご報告させていただきます。
それでは、開会宣言を会長お願いします。」

２．開会宣言 （午後１時３５分）

会長「ただいまから、神山町農業委員会を開会いたします。」

局長「はじめに、河野会長よりご挨拶を申し上げます。」

（河野会長挨拶）

局長「ありがとうございました。議長選出でございますが、農業委員会会議規則第５
条により、河野会長に議長を務めて頂き、議事の進行をお願いいたします。」

３．議事日程報告
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議長「本日の会議の議事日程は、お配りしてあります議案書のとおりでございま
す。」

日程第１ 議事録署名委員の指名について
日程第２ 議案第１号 非農地証明願について
日程第３ 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について
日程第４ 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について
日程第５ 議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

農用地利用集積計画の決定について

議長「それでは只今より議事に入らせていただきます。」

４．議事録署名者指名

議長「日程第１ 議事録署名委員の指名について、神山町農業委員会会議規則第１８条
により議事録署名者を指名いたします。７番相原委員さん、８番藤森委員さんにお願
いいたします。なお、会議書記には事務局の河野事務局次長を指名いたします。」

５. 議案第２６号について

議長「日程第２ 議案第１号非農地証明願についてを議題とします。事務局より議案
の朗読、説明をいたします。」

局長「議案書の３ページをお願いします。」

（議案朗読）

局長「それでは、受付番号１番についてご説明をいたします。
本件は申請者の●●●●さんから、農地が山林となっている●筆について、地目変

更の相談があり、非農地証明願での申請となっております。
５ページから１０ページに申請地の謄本を添付しております。内容は特に問題ござ

いません。
申請地の場所についてですが、１１ページに位置図、１２ページから１４ページに

公図を添付しております。申請地は●●●●●で、申請者の●●さん宅から●●●●
●●●●、●●●●●●で、●●宅から●●に●●●の所に位置しております。
１５ページ、１６ページに現況写真を添付しており、既に山林化し農地への復元が

困難であることが確認できます。
１７ページ、１８ページには非農地化を裏付ける資料として昭和６０年１月２１日

以前に撮影された航空写真を添付しており、申請地が２０年以上非農地化しているこ
とが確認できます。
受付番号１番の説明は以上でございます。

議長「ただいまの説明に関連して、受付番号１番の担当委員の１１番山本委員さんで
すが、欠席との連絡がありましたので、同行しました事務局が現地調査の結果ならび
に補足説明をお願いいたします。」

河野事務局次長「受付番号１番でございますが、議長が申しましたとおり事務局が変
わりにご説明させていただきます。１１月２７日の午後に山本委員さん、申請者の●
●さん、事務局の私と現地調査を行いました。現地調査を行ったところすでに山林化
しており、農地への復旧が困難であります。ご審議のほどよろしくお願いいたし
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す。」

議長 「ありがとうございました。続いて受付番号２番について事務局から説明いた
します。」

局長「それでは、受付番号２番についてご説明をいたします。
本件は申請者の●●●●さんから、農地が宅地となっている●筆について相談があ

り、非農地証明願での申請となっております。
１９ページに申請地の謄本を添付しております。内容は特に問題ございません。
申請地の場所についてですが、２０ページに位置図、２１ページに公図を添付して

おります。申請地は●●●●●で、●●●●●●●●の●●●に位置しております。
２２ページ、２３ページに現況写真を添付しております。２４ページ、２５ページ

には非農地化を裏付ける資料として平成３年３月１３日以前に撮影された航空写真を
添付しております。当時申請地が既に宅地となっていることがわかりますので、申請
地が２０年以上非農地化していることが確認できます。
受付番号２番の説明は以上でございます。」

議長「ただいまの説明に関連して、受付番号２番の担当委員の７番相原委員さんから、
現地調査の結果ならびに補足説明をお願いいたします。」

相原委員「１月１６日に事務局の河野さんと私と●●●●●●●●●●●の３名で現
地を確認しました。既に●●●●●●●●●●●になっておりまして、２０年もしか
したら３０年を超えているかもわかりませんが、別に異常はないのでよろしくお願い
いたします。」

議長 「ありがとうございました。続いて受付番号３番について事務局から説明いた
します。」

局長「それでは、受付番号３番についてご説明をいたします。
本件は申請者の●●●●さんから、農地が宅地となっている●筆について相談があ

り、非農地証明願での申請となっております。
２６ページに申請地の謄本を添付しております。内容は特に問題ございません。
申請地の場所についてですが、２７ページに位置図、２８ページに公図を添付して

おります。申請地は●●●●●●で、申請者宅に位置しております。
２９ページに現況写真を添付しております。３０ページには非農地化を裏付ける資

料として土地台帳を添付しております。昭和４３年１月１日より地目が現況宅地とな
っており、当時申請地が既に宅地となっていることがわかりますので、申請地が２０
年以上非農地化していることが確認できます。
受付番号３番の説明は以上でございます。」

議長「ただいまの説明に関連して、受付番号３番の担当委員の５番岡本委員さんです
が、欠席との連絡がありましたので、同行しました事務局が現地調査の結果ならびに
補足説明をお願いいたします。」

河野事務局次長「受付番号３番でございますが、議長が申しましたとおり事務局が変
わりにご説明させていただきます。１月１０日の午後に岡本委員さん、申請者の●●
さん、事務局の私と現地調査を行いました。現地調査を行ったところすでに２０年以
上前に建築されたと思われる家屋が建っており、農地への復旧が困難であります。ご
審議のほどよろしくお願いいたしす。」
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議長 「ありがとうございました。ただいま議案第１号受付番号１番から３番につい
て説明、意見をいただきました。ご質疑ございませんか。」

（質疑なしの声）

議長「質疑ございませんので、議案第１号非農地証明願による許可申請について受付
番号１番から３番は原案どおり決するに異議ございませんか。」

（異議なしの声）

議長「異議がございませんので、議案第１号非農地証明願による許可申請について受
付番号１番から３番は原案のとおり決しました。」

６. 議案第２号について

議長「日程第３ 議案第２号農地法第３条の規定による許可申請についてを議題としま
す。事務局より議案の朗読、説明をいたします。」

局長「議案書３１ページをお願いします。」

（議案朗読）

局長「それでは、説明をいたします。受付番号１番の譲受人の●●●●さんが譲渡人
の●●●●さんから畑を●筆購入する案件でございます。
３３ページ、３４ページに申請地の謄本を添付しております。
申請地の場所についてですが、３５ページに位置図、３６ページに公図を添付して

おります。申請地は●●●●●で●●●●●●に位置しております。３７ページから
３９ページに現況写真を添付しております。
４０ページをご覧ください。譲受人●●さんの土地利用計画書を添付しております

ので、内容を説明させていただきます。構成員は４人で、１人が農作業に常時従事す
る予定でございます。経営面積は、畑●●●●㎡で合計も同じでございます。内借入
地が畑●●●●㎡でございます。営農計画の概要等についてですが、取得した農地で
は、●●●などの●●を栽培し、自家消費分を除いた全量を販売する予定でございま
す。以下の項目については記載のとおりでございます。
４１ページをご覧ください。●●さんの経営状況を農地法第３条の規定による許可

申請書の添付書類に基づき説明をいたします。農地法第３条第２項関係の中の、全部
効率利用要件についてですが、現在●●さんの所有農地は田●●●㎡、畑●●●●㎡、
樹園地●●●●㎡、合計●●●●㎡でございます。借入地は畑●●●㎡、 樹園地●
●●㎡、合計●●●●㎡でございます。
４２ページをご覧ください。作付予定作物、作物別の面積についてですが、申請地

取得後は、●●、●●、●●●、●を記載の面積のとおり栽培する予定でございます。
農機具の所有状況は、トラクター、耕耘機 各●台を所有しております。
４３ページをご覧ください。農作業 常時従事要件についてですが、世帯の年間従事

日数は申請者の●●さんが●●●日であり、世帯等で耕作に必要な日数１５０日を満
たしておりますので問題はないと思われます。以上により農地法第３条第２項各号に
は該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。
４４ページには譲受人の●●さんの住民票を添付しております。
受付番号１番の説明は以上でございます。」

議長「ただいまの説明に関連して、受付番号１番の担当委員の６番松原委員さんから、
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現地調査の結果ならびに補足説明をお願いいたします。」

松原委員「１月１１日に事務局の河野さんと申請者の●●さんと現地を確認してまい
りました。●●さん所有の農地を確認しましたが、どの園地も管理されておりました
ので、特に問題はないと思います。ご審議のほどよろしくお願いいたします。」

議長「ありがとうございました。続いて受付番号２番について事務局から説明をお願
いいたします。」

局長「それでは、説明をいたします。受付番号２番の譲受人の●●●●さん、●●●
●さんが譲渡人●●●●さんから畑を●筆購入する案件でございます。
４５ページから４９ページに申請地の謄本を添付しております。
申請地の場所についてですが、５０ページに位置図、５１ページに公図を添付して

おります。申請地は●●●●●で申請者の●●さん宅の周辺に位置しております。
５２ページから５４ページに現況写真を添付しております。
５５ページをご覧ください。譲受人●●さん、●●さんの土地利用計画書を添付し

ておりますので、内容を説明させていただきます。世帯員は●人で、●人が農作業に
常時従事する予定でございます。経営面積はございません。営農計画の概要等につい
てですが、取得した農地では、●●、●、●●●を栽培し、自家消費する予定でござ
います。以下の項目については記載のとおりでございます。
５６ページをご覧ください。●●さんの経営状況を農地法第３条の規定による許可

申請書の添付書類に基づき説明をいたします。農地法第３条第２項関係の中の、全部
効率利用要件についてですが、現在●●さんの所有農地及び借入地はございません。
５７ページをご覧ください。作付予定作物、作物別の面積についてですが、申請地

取得後は●●、●●●、●●●を記載の面積のとおり栽培する予定でございます。農
機具の所有状況は、トラック●台、刈払機●台を所有してしております。
５８ページをご覧ください。農作業 常時従事要件についてですが、世帯の年間従事

日数は申請者の●●さんが●●●日、●●さんが●●●日であり、世帯等で耕作に必
要な日数１５０日を満たしておりますので問題はないと思われます。
５０ページには譲受人の●●さんの住民票を添付しております。●●さんの住民票

の住所は●●●でございますが、現在、●●●から神山町に移住する準備を行ってい
るところで、住民票についても子供さんの学校の終業後に●●に異動する予定です。
受付番号２番の説明は以上でございます。」

議長「ただいまの説明に関連して、受付番号２番の担当委員の６番松原委員さんから、
現地調査の結果ならびに補足説明をお願いいたします。」

松原委員「１月１１日に事務局の河野さんと申請者の●●さんと現地を確認してまい
りました。事務局からも説明がありましたが、●●さんは、子供さんの学校にあわせ
て、３月末に家族で●●に引っ越し、●●さんの奥さんが●●を行うと聞いておりま
す。現地確認を行ったところ、特に問題はないと思います。ご審議のほどよろしくお
願いいたします。」

議長「ありがとうございました。続いて受付番号３番、４番について事務局から説明
をお願いいたします。」

局長「それでは、受付番号３番、４番についてご説明をいたします。
受付番号３番、４番の譲受人は●●●●●さんでございますので、一括して説明をい
たします。
受付番号３番についてご説明をいたします。
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譲受人の●●●●●さんが、譲渡人の●●●●●さんほか●名共有名義の田を●筆
贈与される案件でございます。現在、●●●さんの持分割合は●分の●で、今回の申
請により、●名の方から贈与され、全て●●●さんの所有となります。
６０ページ、６１ページに申請地の謄本を添付しております。
申請地の場所についてですが、６２ページに位置図、６３ページに公図を添付して

おります。申請地は●●●●●●●で●●●●●の南側に位置しております。６４ペ
ージに現況写真を添付しております。

続きまして、受付番号４番についてご説明をいたします。
譲受人の●●●●●さんが、譲渡人の●●●●●●さんほか●名共有名義の畑を●

筆贈与される案件でございます。
６５ページから７２ページに申請地の謄本を添付しております。
申請地の場所についてですが、７３ページに位置図、７４ページに公図を添付して

おります。申請地は●●●●●●●で申請者の●●●さん宅の周辺に位置しておりま
す。７５ページから７８ページに現況写真を添付しております。

続きまして、７９ページをご覧ください。譲受人●●●さんの土地利用計画書を添
付しておりますので、内容を説明させていただきます。世帯員は●人で、●人が農作
業に常時従事する予定でございます。経営面積は、田●●●㎡ 持分割合●分の●で合
計も同じでございます。営農計画の概要等についてですが、取得した農地では、主に
●●●を栽培し、自家消費分を除いた全量を販売する予定でございます。以下の項目
については記載のとおりでございます。
８０ページをご覧ください。●●●さんの経営状況を農地法第３条の規定による許

可申請書の添付書類に基づき説明をいたします。農地法第３条第２項関係の中の、全
部効率利用要件についてですが、現在●●●さんの所有農地は、田●●●㎡ 持分割合
●分の●で、借入地はございません。
８１ページをご覧ください。作付予定作物、作物別の面積についてですが、申請地

取得後は、●●●を記載の面積のとおり栽培する予定でございます。農機具の所有状
況は、耕耘機、トラック 各●台を所有しております。
８２ページをご覧ください。農作業 常時従事要件についてですが、世帯の年間従事

日数は申請者の●●●さんが●●●日であり、世帯等で耕作に必要な日数１５０日を
満たしておりますので問題はないと思われます。
８３ページには譲受人の●●●さんの住民票を添付しております。
受付番号３番、４番の説明は以上でございます。」

議長「ただいまの説明に関連して、受付番号３番、４番の担当委員の８番藤森委員さ
んから、現地調査の結果ならびに補足説明をお願いいたします。」

藤森委員「１月１７日午後１時半に現地調査を行いましたところ、田にしろ畑にしろ
除草作業等きれいに行われており、問題はないと思われますので、ご審議のほどよろ
しくお願いいたします。」

議長「ありがとうございました。ただいま議案第２号受付番号１番から４番について
説明、意見をいただきました。ご質疑はございませんか。」

（質疑なしの声）

議長「質疑ございませんので、議案第２号農地法第３条の規定による許可申請につい
ての受付番号１番から４番は原案どおり決するに異議ございませんか。」
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（異議なしの声）

議長「異議ございませんので、議案第２号農地法第３条の規定による許可申請につい
て受付番号１番から４番は原案のとおり決しました。」

７. 議案第３号について

議長「日程第４ 議案第３号農地法第５条の規定による許可申請についてを議題としま
す。事務局より議案の朗読、説明をいたします。」

局長「議案書の８４ページをお願いします。」

（議案朗読）

局長 それでは、受付番号１番についてご説明をいたします。
本件は、譲受人●●●●さんが譲渡人●●●●さんの田を●筆贈与され資材置場に

転用する案件でございます。
８７ページから８９ページに申請地の謄本を添付しております。所有者等特に問題

ございません。
９０ページには位置図、９１ページに公図を添付しております。申請地は●●●●

●●で、●●●●●●●の●●●●●●●●●●●の●●に位置しております。
９２ページ、９３ページに現況写真、９４ページに事業計画書を添付しております

ので、内容を説明させていただきます。
１の現に利用している資材置場の状況については、次のページの９５ページ、９６

ページに現況写真を添付しております。２の過去３か年の事業取扱高については、記
載のとおりでございます。３の現に保有している資材等の種類・数量についてですが、
自動車●●台でございます。４の資材置場の必要性については、●●さんは●●●●
●を営んでおり、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●するため、また、●●●
●●●●として必要となっております。５の申請地を選定した理由についてですが、
（１）事務所または事業所からの経路及び距離は、約●㎞でございます。（２）主た
る道路からの進入路の幅員は、３ｍでございます。（３）その他、現在利用している
資材置場では手狭になり、●●●●●●では遠く不便なため、近くで便利なこの場所
がよいとの理由でございます。６の土地利用計画図についてですが、９７ページのと
おりでございます。
７その他の過去５年間に受けた転用許可状況については特にございません。
受付番号１番の説明は以上でございます。」

議長「ただいまの説明に関連して、受付番号１番の担当委員の１２番加藤委員から、
現地調査の結果ならびに補足説明をお願いします。」

加藤委員「１月１６日に事務局の河野さんと現地を確認してまいりました。先ほど説
明がありましたとおり、道路からのアクセスが良い場所で、平らな、車を置くには良
い場所でした。ここから雨が降って流れていく向きが川となっておりますので、他の
農地には影響はないと思います。ご審議のほどよろしくお願いいたします。」

議長「ありがとうございました。続いて受付番号２番について事務局から説明をお願
いいたします。」

局長「それでは、受付番号２番についてご説明をいたします。
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本件は、譲受人●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●さんが譲渡人●●●●
さんの田を●筆購入し宅地に転用する案件でございます。
９８ページをご覧ください。申請地の謄本を添付しております。所有者等特に問題

ございません。
９９ページに位置図、１００ページに公図を添付しております。申請地は●●●●

●●で、●●●●●●●の●●宅の●●に位置しております。１０１ページに現況写
真を添付しております。
１０２ページをご覧ください。●●●●●●●●●●●●の事業計画書を添付して

おりますので、内容を説明させて頂きます。１の申請地の所在等については先に説明
したとおりでございます。２の申請地を選んだ理由は、●●●●●●●●●●●●は、
土地売買、住宅建築を行っている総合不動産業者であります。徳島市を中心に県北部
エリアで主に事業をしてきましたが、最近神山町でも問い合わせが増えてきており、
また、少し広めの土地でゆったりと生活するスタイルのニーズが増えてきています。
このニーズにあわせて、事業展開するためにモデルハウスを建築、ゆくゆくは売却し
たいと考えていたところ、本件土地が、周辺環境、面積ともに適当であると判断いた
しました。また、所有者も県外在住で今後の管理にも困っており、お互いにとって有
益な計画となるためでございます。
３の転用計画の概要についてですが、敷地全体を造成しモデルハウスを建築します。

予定建築物は木造２階建、床面積●●●●●㎡、建築面積●●●●㎡、配置・造成レ
ベルは次のページの断面図のとおりでございます。給水は神山町上水道引き込み、生
活排水は浄化槽を経由し水路へ排水する計画でございます。４については、特にござ
いません。
５のその他参考となる事項でございますが、排水管理者を調査したところ、改良区、
水利組合等の組織は存在しませんでした。地元の代表の方に確認し、水路への土砂の
流出等を防ぐ対策をすることを条件として排水の同意は得ております。後日、土地改
良区、水路管理者等の存在が確認できた場合は、その規定に従い手続きを行うこと、
また、近隣より苦情等があった場合は、転用者の責任において対処いたします。
１０３ページに土地利用計画図、１０４ページに平面図、１０５ページに立面図を

添付しております。
１０６ページに●●●●●●の残高証明書を添付しており必要資金以上の資金を確

保しておりますので問題ございません。１０７ページから１１０ページに●●●●●
●●●●●●●の定款、１１１ページ、１１２ページに履歴事項全部証明書を添付し
ております。
受付番号２番の説明は以上でございます。」

議長「ただいまの説明に関連して、受付番号２番の担当委員の１２番加藤委員から、
現地調査の結果ならびに補足説明をお願いします。」

加藤委員「１月１６日に現地を確認して参りました。こちらに家が建ったと仮定して
影にになる部分が道路となりますので、他の農地には影響がないと考えております。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。」

議長「ありがとうございました。続いて受付番号３番について事務局から説明をお願
いいたします。」

局長「それでは、受付番号３番についてご説明をいたします。
本件は、譲受人●●●●●さんが譲渡人●●●●さんの田を●筆購入し宅地に転用

する案件でございます。
１１３ページから１１５ページをご覧ください。申請地の謄本を添付しております。

所有者等特に問題ございません。
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１１６ページに位置図、１１７ページに公図を添付しております。申請地は●●●
●●●で、●●●●●●●の●●宅の●●に位置しております。１１８ページに現況
写真を添付しております。
１１９ページをご覧ください。●●●さんの事業計画書を添付しておりますので、

内容を説明させて頂きます。１の申請地の所在等については先に説明したとおりでご
ざいます。２の申請地を選んだ理由は、申請者は大型、中型犬を飼育しており、以前
から別荘地のように広い敷地のある施設を建設できる場所を探しておりました。この
度、所有者が県外に在住しており、今後の管理にも困っている本件土地が候補にあが
り、面積、周辺状況からものぞましいと判断したためでございます。
３の転用計画の概要については、敷地を造成し、別荘及びドッグランを建築いたし

ます。予定建築物は、鉄骨造平屋建 床面積、建築面積共に●●●㎡でございます。敷
地及び建物について、キャンプ、グランピングができるような施設に整備し、毎週末
を本件土地で過ごせるようにします。ドッグラン部分については、フェンスで囲みま
す。給水は神山町水道より引込、生活排水は浄化槽を経由し水路へ配水する計画でご
ざいます。４については、特にございません。
５のその他参考となる事項でございますが、排水管理者を調査したところ、改良区、
水利組合等の組織は存在せず、地元住民３世帯のみが利用しているとのことで、３世
帯の代表者として●●さんに確認し、水路への土砂の流出等を防ぐ対策をすることを
条件として配水の同意は得ております。後日、土地改良区、水路管理者等の存在が確
認できた場合は、その規定に従い手続きを行います。また、近隣より苦情等があった
場合は、転用者の責任において対処いたします。
１２０ページに土地利用計画図、１２１ページに建物平面図を添付しております。
１２２ページに●●●●●●●●の残高証明書を添付しており必要資金以上の資金

を確保しておりますので問題ございません。１２３ページに●●●さんの住民票を添
付しております。
受付番号３番の説明は以上でございます。」

議長「ただいまの説明に関連して、受付番号３番の担当委員の１１番加藤委員から、
現地調査の結果ならびに補足説明をお願いします。」

加藤委員「１月１６日に現地を確認して参りました。先ほどの●●●と同じく道路沿
いの道路の●●にあるところでして、配水の方もちゃんと処理をするということでし
たので、問題ないと思います。ご審議のほどよろしくお願いいたします。」

議長「ありがとうございました。続いて受付番号４番について事務局から説明をお願
いいたします。」

局長「それでは、受付番号４番についてご説明をいたします。
本件は、譲受人 ●●●●●●●●●●●●●●●●●さんが譲渡人●●●●さんの

畑を●筆贈与され資材置場に転用する案件でございます。
１２４ペーから１２７ページをご覧ください。申請地の謄本を添付しております。

所有者等特に問題ございません。
１２８ページに位置図、１２９ページに公図を添付しております。申請地は●●●

●●で、●●●●●●●の●●●●●●●●●●●の●●、●に●●●ｍ付近に位置
しております。１３０ページから１３５ページに現況写真を添付しております。
１３６ページをご覧ください。●●●●●●●●の事業計画書を添付しております。
１の現に利用している資材置場の状況については、今回申請しております●筆でご

ざいます。２の過去３か年の事業取扱高については、記載のとおりでございます。３
の現に保有している資材等の種類・数量についてですが、型枠資材、足場資材を記載
のとおり所有しております。４の資材置場の必要性については、施工工事の増加に伴
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い、現場使用資材の増加及び作業機械・車両の増加のため現在の資材置場では対応が
困難となってきたためでございます。５の申請地を選定した理由についてですが、
（１）事務所または事業所からの経路及び距離は、●●●ｍでございます。（２）主
たる道路からの進入路の幅員は、４ｍでございます。
７その他の過去５年間に受けた転用許可状況については特にございません。
１３７ページ、１３８ページに土地利用計画図、１３９ページに排水同意書、１４０
ページから１４３ページに●●●●●●●●の定款、１４４ページ１４５ページに履
歴事項全部証明書を添付しております。すでに資材置場として利用していますので
１４６ページに始末書を添付しております。
受付番号４番の説明は以上でございます。」

議長「ただいまの説明に関連して、受付番号４番の担当委員の７番相原委員から、現
地調査の結果ならびに補足説明をお願いします。」

相原委員「１月１６日に事務局の河野さんと私と●●●●の●●さんと３名で現地を
確認いたしました。すでに資材置場となっておりますので、別に何も問題はないと思
います。よろしくお願いいたします。」

議長「ありがとうございました。議案第３号について、ご質疑ございませんか。」

（質疑なしの声）

議長「質疑がございませんので、議案第３号ついて原案どおり決するに異議ございま
せんか。」

（異議なしの声）

議長「異議がございませんので、議案第３号農地法第５条の規定による許可申請につ
いての受付番号１番から４番は原案のとおり許可相当とし、県知事に意見書を送付い
たします。」

７．議案第４号について

議長「日程第５ 議案第４号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農
用地利用集積計画の決定についてを議題とします。事務局より議案の朗読、説明をお
願いします。」

局長「議案書の１４７ページをお願いします。」

（議案朗読）

局長「それでは、新規案件についてのみ、補足説明をさせて頂きます。
番号２５についてご説明をいたします。借人の●●●●さんの構成員は●人で●人が
農業に従事しております。年間の農作業従事日数は●●●日で、農機具の所有状況は、
田植機、籾摺機 各●台、トラクター●台、コンバイン●台、乾燥機●台でございます。
番号２６について説明をいたします。借人の●●●●さんの構成員は●人で●人が

農業に従事しております。年間の農作業従事日数は●●●日で、農機具の所有状況は
ユンボ、トラクター、テイラー、軽トラ 各●台、田植機、ハーベスタ、動噴 各●台
でございます。
番号２７についてご説明をいたします。１４９ページをお願いします。
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借人の●●●●さんの構成員は●人で●人が農業に従事しております。年間の農業従
事日数は●●●日でございます。農機具の所有状況は、草刈り機●台、動噴、冷蔵庫
各●台、軽トラ●台所有しております。
以上でございます。」

議長「議案第４号について、ご質疑ございませんか。」

（質疑なしの声）

議長「質疑がございませんので、議案第４号ついて原案どおり決するに異議ございま
せんか。」

（異議なしの声）

議長「異議がございませんので議案第４号の農業経営基盤強化促進法第１８条第１項
の規定による農用地利用集積計画は原案どおり決定し、町長に答申することに決しま
した。」

会長 ｢以上をもちまして、本日の議題を全部終了いたしましたので閉会いたしま
す。」

（閉会時刻 午後２時２６分）
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この議事録は、事務局長をして調整せしめたもので、会議の内容に相違なきこと
を証するため署名する。
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